
 

議案１３－１ 

第１３号議案  

 

久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改

正する規則  

 

 上記の議案を提出する。  

  令和６年４月２３日  

    教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第２５条第１項の規定に基づき、法令及び条例に基づく委員の委嘱

のうち、附属機関以外の委員の委嘱ついて、教育長に委任し、及び条文

中の用語の整理を行うため、規則を改正しようとするものである。  

 

 



 

議案１３－２ 

久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改

正する規則  

 

 久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和３９年久留米

市教育委員会規則第１２号）の一部を次のように改正する。  

 第１条中「または」を「又は」に改める。  

 第２条第１１号中「法令及び条例に基づく」を「附属機関の」に改め

る。  

 第３条第２項中「うけなければならない」を「受けなければならない

」に改める。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  



久
留
米
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教
育
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育
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９
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２
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新
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現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

○
久
留
米
市
教
育
委
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育
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２
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５
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米
市
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２
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久
留
米
市
教
育
委
員
会
規
則
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２
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（
目
的
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
３
１
年
法
律
第
１
６
２
号
）
第
２
５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
久
留
米
市

教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部

を
教
育
長
に
委
任
し
、
ま
た
は
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
３
１
年
法
律
第
１
６
２
号
）
第
２
５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
久
留
米
市

教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部

を
教
育
長
に
委
任
し
、
又
は
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
２
条
 
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を

教
育
長
に
委
任
す
る
。
 

第
２
条
 
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を

教
育
長
に
委
任
す
る
。
 

(1
)

学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
の
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

(2
)

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
設
置
、
廃
止
及
び
移
管
を
決
定
す
る
こ
と
。 

(3
)

重
要
な
教
育
財
産
の
取
得
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び
処
分
に
係
る
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。

(4
)

教
育
委
員
会
事
務
局
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び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他

の
教
育
機
関
の
職
員
の
任
免
、
転
補
等
を
行
う
こ
と
。
 

(5
)

県
費
負
担
教
職
員
の
定
期
異
動
並
び
に
市
立
小
中
特
別
支
援
学
校
の
校

長
及
び
教
頭
の
任
免
、
転
補
等
の
人
事
の
内
申
並
び
に
市
立
小
中
特
別
支
援

学
校
の
主
任
等
の
任
免
を
行
う
こ
と
。
 

(6
)

事
務
局
職
員
及
び
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る

こ
と
。
 

(7
)

県
費
負
担
教
職
員
の
賞
罰
、
整
理
及
び
服
務
の
監
督
に
関
す
る
一
般
方

針
を
定
め
る
こ
と
。
 

(1
)

学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
の
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

(2
)

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
設
置
、
廃
止
及
び
移
管
を
決
定
す
る
こ
と
。 

(3
)

重
要
な
教
育
財
産
の
取
得
及
び
処
分
に
係
る
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
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(4
)

教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
教
育
委
員
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の
所
管
に
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す
る
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そ
の
他

の
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機
関
の
職
員
の
任
免
、
転
補
等
を
行
う
こ
と
。
 

(5
)

県
費
負
担
教
職
員
の
定
期
異
動
並
び
に
市
立
小
中
特
別
支
援
学
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の
校

長
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免
、
転
補
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の
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事
の
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申
並
び
に
市
立
小
中
特
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支
援

学
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の
主
任
等
の
任
免
を
行
う
こ
と
。
 

(6
)

事
務
局
職
員
及
び
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る

こ
と
。
 

(7
)

県
費
負
担
教
職
員
の
賞
罰
、
整
理
及
び
服
務
の
監
督
に
関
す
る
一
般
方

針
を
定
め
る
こ
と
。
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(8
) 

重
要
な
工
事
の
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。
 

(9
) 

委
員
会
に
関
す
る
規
定
の
制
定
又
は
改
廃
を
行
う
こ
と
。
 

(1
0)

 
議
会
の
議
決
を
経
る
べ
き
委
員
会
関
係
の
議
案
に
つ
い
て
市
長
の
求

め
に
応
じ
、
意
見
の
申
出
を
す
る
こ
と
。
 

(1
1)

 
法
令
及
び
条
例
に
基
づ
く
委
員
を
委
嘱
す
る
こ
と
。

 

(1
2)

 
教
育
職
員
の
研
修
の
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
。
 

(1
3)

 
小
学
校
及
び
中
学
校
の
通
学
区
域
の
設
定
及
び
変
更
を
決
定
す
る
こ

と
。
 

(1
4)

 
教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
こ
と
。
 

(1
5)

 
学
校
の
給
食
及
び
保
健
計
画
の
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
。
 

(1
6)

 
教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
、
執
行
の
状
況
の
点
検
及
び
評
価
並
び
に

そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
へ
の
報
告
及
び
公
表
に
関
す
る
こ
と
。
 

(1
7)

 
訴
訟
及
び
不
服
申
立
て
に
関
す
る
こ
と
。
 

(8
)
 
重
要
な
工
事
の
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
。
 

(9
)
 
委
員
会
に
関
す
る
規
定
の
制
定
又
は
改
廃
を
行
う
こ
と
。
 

(1
0)

 
議
会
の
議
決
を
経
る
べ
き
委
員
会
関
係
の
議
案
に
つ
い
て
市
長
の
求

め
に
応
じ
、
意
見
の
申
出
を
す
る
こ
と
。
 

(1
1)

 
附
属
機
関
の
委
員
を
委
嘱
す
る
こ
と
。
 

(1
2)

 
教
育
職
員
の
研
修
の
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
。
 

(1
3)

 
小
学
校
及
び
中
学
校
の
通
学
区
域
の
設
定
及
び
変
更
を
決
定
す
る
こ

と
。
 

(1
4)

 
教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
こ
と
。
 

(1
5)

 
学
校
の
給
食
及
び
保
健
計
画
の
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
。
 

(1
6)

 
教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
、
執
行
の
状
況
の
点
検
及
び
評
価
並
び
に

そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
へ
の
報
告
及
び
公
表
に
関
す
る
こ
と
。
 

(1
7)

 
訴
訟
及
び
不
服
申
立
て
に
関
す
る
こ
と
。
 

（
臨
時
代
理
）
 

第
３
条
 
略
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
代
理
し
た
と
き
は
、
委
員
会
に
こ
れ
を
報
告
し

承
認
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
臨
時
代
理
）
 

第
３
条
 
略
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
代
理
し
た
と
き
は
、
委
員
会
に
こ
れ
を
報
告
し

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
４
条
及
び
第
５
条
 
略
 

第
４
条
及
び
第
５
条

 
略
 

 

附
 
則
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

 

 （事務の委任等） 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限

に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる

ことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することがで

きない。 

 一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

 二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関する

こと。 

 三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関す

ること。 

 四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

の任免その他の人事に関すること。 

 五 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

 六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。 

３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委

任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に

報告しなければならない。 

４ 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事

務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教

育機関の職員（以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。）

に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。 
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議案１４－１ 

第１４号議案  

 

久留米市立学校の主任等の任命の臨時代理について  

 

上記の議案を提出する。  

令和６年４月 2 ３日  

教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

 久留米市立小中学校等管理規則（昭和３２年久留米市教育委員会規

則第６号）第１５条第４項及び第５項並びに久留米市立高等学校管理

規則（昭和３２年久留米市教育委員会規則第５号）第１０条第９項及

び第１０項の規定により、令和６年度久留米市立学校の主任等を任命

しようとするものであるが、特に緊急を要し教育委員会を開催する時

間的余裕がないため、久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規

則（昭和３９年久留米市教育委員会規則第１２号）第３条の規定に基

づき、教育長により臨時に代理したので報告し、承認を求めるもので

ある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案１４－２ 

久留米市立学校の主任等の任命の臨時代理について  

 

久留米市立学校の主任等の任命について、別紙のとおり教育長によ

り臨時に代理したので報告し、承認を求める。  



議案１４－３ 

久留米市立学校の主任等の任命について  

 

久留米市立小中学校等管理規則（昭和３２年久留米市教育委員会規

則第６号）第１５条第４項及び第５項並びに久留米市立高等学校管理

規則（昭和３２年久留米市教育委員会規則第５号）第１０条第９項及

び第１０項の規定により、別紙の者を久留米市立学校の主任等に任命

する。  

 



 

 

 

 



 

議案１５－１ 

第１５号議案  

 

久留米市スポーツ推進委員の委嘱について  

 

上記の議案を提出する。  

令和６年４月２３日  

教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

久留米市スポーツ推進委員の欠員補充のため、委員を委嘱しよう

とするものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案１５－２ 

久留米市スポーツ推進委員の委嘱について  

 

スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第３２条第１項の規定

により、下記の者を久留米市スポーツ推進委員に委嘱する。  

 

記  

 

校   区  氏   名   任   期  

西国分校区  香田
こ う だ

 岳之
た け し

 
令和 6 年 5 月 1 日から  

令和 8 年 3 月 31 日まで  

 

 



 

議案１５－資料１ 

久留米市スポーツ推進委員の委嘱について 

■委嘱（令和６年５月１日付）  

校区・地域 氏 名 年齢／性別 推薦理由 

西国分校区 香田 岳之(ｺｳﾀﾞ ﾀｹｼ) 58／男 

校区の体育部長として校区運動会、子

ども球技大会等の行事運営に携わっ

ている。部員からの信頼も厚く将来を

嘱望されているため。 

 

 

 

 

■久留米市スポーツ推進委員の構成（Ｒ６/５/１現在） 

○定数１１１人中１０５名。 

 

○１０５名中 女性スポーツ推進委員数 ３８名  女性委員登用率 ３６．２％ 

 

○年齢は、３４歳から７４歳と幅広く、平均年齢は５７．０歳。 

     ３０歳代：３名   ４０歳代：２３名  

     ５０歳代：３９名  ６０歳代：３１名   ７０歳代：９名 

 

○経験年数の平均は９年。 （最長は４６年） 



 

議案１５－資料２ 

○スポーツ基本法 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（スポーツ推進委員） 

第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該市町

村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに

関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有

する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。 

２ スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則

（特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところにより、スポーツ

の推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その

他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。 

３ スポーツ推進委員は、非常勤とする。 

 

 

○久留米市スポーツ推進委員に関する規則 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（職務） 

第２条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの振興に関し、その分担する地域及び事項に

ついて次の職務を行う。 

（１）市民一般に対しスポーツについての理解を深め、その振興のための指導助言を行うこ

と。 

（２）市民のスポーツ活動の促進のための育成を図ること。 

（３）学校、公民館等の教育機関、その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に対し協

力すること。 

（４）スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に対し、求めに応じ

協力すること。 

（５）スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。 

 ２ 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域の指定その他職務に関し必要な事

項は教育長が定める。 

（定数） 

第３条 スポーツ推進委員の定数は、１３６人以内とする。 

（任期） 

第４条 スポーツ推進委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残 

任期間とする。 

２ スポーツ推進委員は、再任されることができる。 

 



 

議案１６－１ 

第１６号議案  

 

久留米市スポーツ推進審議会委員の任命について  

 

 上記の議案を提出する。  

  令和６年４月２３日  

    教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

 久留米市スポーツ推進審議会委員の辞任に伴い、後任の委員を任命し

ようとするものである。  

 



 

議案１６－２ 

久留米市スポーツ推進審議会委員の任命について  

 

久留米市スポーツ推進審議会条例（平成２３年久留米市条例第３５号

）第４条の規定により、下記の者を久留米市スポーツ推進審議会委員に

任命する。  

 

記  

 

区   分  氏   名  所   属  任   期  

学校体育  田中
た な か

 雅
まさ

信
のぶ

 久留米市中学校体育連盟  令和 6 年 5 月 1 日  

から  

令和 7 年 12 月 31 日  

まで  

その他市長

が特に必要

と認めた者  

廣
ひろ

松
まつ

 和美
か ず み

 久留米市市民文化部  

 



氏　名 所　属 氏　名 所　属

右田
みぎた

　孝志
たかし 久留米大学人間健康学部

スポーツ医科学科 右田
みぎた

　孝志
たかし 久留米大学人間健康学部

スポーツ医科学科

堀
ほり

　秀行
ひでゆき

前保健医療経営大学 堀
ほり

　秀行
ひでゆき

前保健医療経営大学

草場
く さ ば

　公
きみ

晴
はる

久留米市議会 草場
く さ ば

　公
きみ

晴
はる

久留米市議会

山﨑
やまさき

　ケブン 久留米市議会 山﨑
やまさき

　ケブン 久留米市議会

坂田
さかた

　光弘
みつひろ

久留米市議会 坂田
さかた

　光弘
みつひろ

久留米市議会

木本
き も と

　靖
せい

朗
ろう

久留米市中学校体育連盟 ※
田中
た な か

　雅信
まさのぶ

久留米市中学校体育連盟

安藤
あんどう

　俊貴
と し き

久留米市立竹野小学校 安藤
あんどう

　俊貴
と し き

久留米市立竹野小学校

竪山
たてやま

　初美
は つ み

久留米市バレーボール協会 竪山
たてやま

　初美
は つ み

久留米市バレーボール協会

塚本
つかもと

　深雪
み ゆ き

久留米市剣道連盟 塚本
つかもと

　深雪
み ゆ き

久留米市剣道連盟

田中
た な か

　太
た

嘉子
か こ

久留米市カヌー協会 田中
た な か

　太
た

嘉子
か こ

久留米市カヌー協会

中村
なかむら

　智美
と も み

総合型地域スポーツクラブ 中村
なかむら

　智美
と も み

総合型地域スポーツクラブ

野田
の だ

　秀樹
ひ で き （公財）久留米市スポーツ

協会 野田
の だ

　秀樹
ひ で き （公財）久留米市スポーツ

協会

井手
い で

　浩
ひろし

障害者スポーツ指導員 井手
い で

　浩
ひろし

障害者スポーツ指導員

田中
た な か

　紀美代
き み よ 久留米市スポーツ推進委員

連絡協議会 田中
た な か

　紀美代
き み よ 久留米市スポーツ推進委員

連絡協議会

古賀
こ が

　喜美子
き み こ 久留米市スポーツ推進委員

連絡協議会 古賀
こ が

　喜美子
き み こ 久留米市スポーツ推進委員

連絡協議会

松藤
まつふじ

　倫子
の り こ

健康運動指導士 松藤
まつふじ

　倫子
の り こ

健康運動指導士

竹村
たけむら

　政
まさ

高
たか

久留米市市民文化部 ※
廣松
ひろまつ

　和美
か ず み

久留米市市民文化部

※は新委員

学校体育

関係団体等

その他市長
が特に必要
と認めた者

久留米市スポーツ推進審議会委員　新旧対照表

区　　分
旧名簿 新名簿（R6.5.1～）

学識経験者

市議会

議案１６－資料１



  

議案１６－資料２ 

 

○ スポーツ基本法（平成23年6月24日法律第78号）＜抜粋＞ 

（都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等） 

第３１条 都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に

関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他

の合議制の機関（以下「スポーツ推進審議会等」という。）を置くことができる。 

 

 

○ 久留米市スポーツ推進審議会条例（平成23年12月14日久留米市条例第35号）＜抜粋＞  

（設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号。以下「法」という。）第３１条の

規定に基づき、本市に久留米市スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について教育委員会

の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。 

（１）法第１０条第１項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１８人以内で組織する。 

（委員の任命） 

第４条 委員は、スポーツに関して優れた見識を有する者のうちから、教育委員会が

任命する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 



協議１－１ 

教
育
に
関
す
る
大
綱 

振
興
プ
ラ
ン 

教
育
施
策
要
綱 

基本方針を中項目に反映 

内容を踏まえ策定 

 

プランの構成を反映 

予
算
基
本
方
針 

（学校教育分野） 

毎年度見直し 

 

 

 

 

令和６年度久留米市教育施策要綱（案） 

 

１ 教育施策要綱の趣旨 

令和６年度の教育行政の推進にあたり、具体的な施策方針である久留米市教育

施策要綱を策定するもの。 

 

 

２ 教育施策要綱の構成について 

教育に関する大綱及び久留米市教育振興プランに基づき、施策要綱の構成を次の

とおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策要綱の位置付けのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月定例教育委員会資料 

令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ３ 日 

教 育 部 総 務 

① 施策要綱は、教育に関する大綱の基本方針に沿って、施策を実施するための

年度計画として策定する。 

 

② 施策要綱の学校教育分野は、教育振興プランの構成を踏まえ、同プランの実

施計画として策定する。 

 

③ 予算との整合を図るため、教育委員会の事務事業（教育部・市民文化部）に

係る予算基本方針をもとに施策を分類する。 



協議１－２ 

 

 

３ 教育施策要綱の概要 

項目 内容 

第１章 

教育施策の重点課題と対応方針 

総括的な考え方として、教育に関する大綱、

及び久留米市教育振興プランに掲げた教育理

念と基本方針を踏まえた施策を推進していく

ものとし、令和６年度の基本方針を記載する。 

第２章 

教育行政の主要施策の展開 

教育に関する大綱の基本方針をもとに、基

本方針によって、項目を設定する。 

 

Ⅰ 「生きる力」を育み、元気と笑顔があふれる子どもを育てる教育 

  教育振興プランの推進  

  

 Ⅱ 生涯学び、活躍できる環境を整え、心豊かな市民生活をおくることが 

できるまちづくり 

  １ 生涯学習・社会教育の推進 

  ２ 歴史遺産の保存・活用 

  ３ スポーツの推進 

  ４ 市民の自己学習の場としての図書館づくり 

 

 Ⅲ 教育施策の重点事業 

Ⅰ・Ⅱで記載した事業のうち、特に重点的に推進していく事業について、 

事業内容や評価方法について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協議１－３ 

 

 

３ 令和６年度の主な変更点 

 ﾍﾟｰｼﾞ 概要 

1 2 第１章 教育施策の基本方針 

 教育施策の重点課題と対応方針として、教育部、市民文化部の基本方針

を掲載 

2 4 教育振興プランの推進（施策と評価指標） 

 令和５年度に実施した中間見直しによる評価指標の追加や変更を反映 

3 13 学校給食支援 

物価高騰に対する保護者負担軽減策として、小・中・特別支援学校の給

食費の一部を助成 

4 29 外国人等児童生徒サポート事業 

 日本語の支援が必要な外国人等児童生徒が増加している現状を踏まえ、

当該事業を重点事業に追加 

5 30 教育支援総合対策事業 

 不登校対応方針を踏まえた取組を推進するため、新たに（仮称）久留米

市不登校対応方針推進委員会を設置する。 

6 31 小学校不登校対応総合推進事業 

 「生徒指導サポーター」を「児童支援サポーター」に名称変更 

7 40 子どものための働き方改革推進事業 

 「久留米市立学校における働き方改革推進事業」から事業名変更 

8 45 未来の地域リーダー育成プログラム事業 

中学生の次世代リーダーとしての資質等の育成及び芸術への関心を高

めるため、県と連携して行う事業を実施 

 



 

 

 

 



R6.3.10からR6.4.9受付分まで
※区分の★は新規に申請があったもの

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1 令和6年11月3日（日） 8:00～15:30 筑後川マラソン2024 ＮＰＯ藹々
久留米百年公園・筑後川

河川敷
後援 体育スポーツ課

2
令和6年7月20日（土）～令和6年8月24日

（土）　合計18回
2024年　夏「能古島自然教室」 能古島青少年育成協会

福岡県福岡市西区能古島
および、のこのしまアイラン

ドパーク
後援 生涯学習推進課

3 令和6年10月27日（日） 14：00～16：30
久留米音協合唱団創立60周年

記念演奏会
久留米音協合唱団 石橋文化ホール 後援 生涯学習推進課

4 令和6年4月1日（月）～令和7年3月31日（月）
「家庭の日」「オアシス運動」推進

キャンペーン
公益社団法人福岡県
青少年育成県民会議

福岡県公認ボウリング場
協会加盟ボウリング場　他

後援 生涯学習推進課

5 2024年8月25日（日） 14：00～16：00
柳家花緑氏講演会「頑張る」人生

から「感謝」する人生へ
～捉え方で日常は変わる～

特定非営利活動法人
ハッピーママくらぶ

久留米大学医学部　筑水
会館

後援 生涯学習推進課

6
令和6年5月25日（土 10：00～18：00：
令和6年5月26日（日） 10：00～18：00

MY STAR MARCHE ～魂震える
スキを見つけよう～

SPIRIT COLOR
くるめウス周辺の筑後川河

川敷
後援 生涯学習推進課

7 2024年4月20日（土） 10:00～15:00
親子で楽しく学べる
体験型プログラム

キッズマネースクール
アセットラボ校

久留米シティプラザ　スタジ
オ２

後援 生涯学習推進課

8 2024年7月20日(土)～9月29日(日)
にしてつキッズしごと
体験スクール2024

西日本鉄道株式会社
西鉄電車、駅、バス、水族

館、ラジオ局など
後援 生涯学習推進課

9 令和6年4月21日（日） 10:00～16:00
石橋文化センター

こどもスケッチ大会2024
公益財団法人久留米文化振

興会
石橋文化センター園内 後援 生涯学習推進課

10
令和6年5月5日(日)～令和7年1月26日（日）

毎週日曜日
10:00～12:00

伝統文化囲碁親子教室
日本棋院久留米中央支部囲

碁センター碁楽

ツジ胃腸内科医院内地域
交流センターケアハウスコ

スモス21
後援 生涯学習推進課

11

12

13

教育委員会後援事業等に関する報告

報告１－1


